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日商による「専門的・技術的分野の

外国人材受け入れに関する意見」

◆中小企業の人手不足の現状と
外国人材受け入れのニーズ

日本における労働人口の減少は年々加速し、日本
商工会議所（以下、日商）が2018年３月に実施した
調査では、「人手不足」と回答した企業の割合が４
年連続で上昇し、66.7％に達しています。こうした
背景のもと、外国人材に対する期待と関心がこれま
でになく高まっています。2017年10月末現在、外国
人労働者を雇用している事業所数は約19万事業所、
外国人労働者数は約128万人で、近年、右肩上がり
の状況が続いています。

◆現行の出入国管理制度

現行の出入国管理制度は1952年の入管法整備以降、
受け入れる外国人材は「専門的・技術的分野の外国
人」を原則としていて、限定的な受け入れとなって
います。単純労働者とは異なる一定の専門性・技能
を有する外国人材であっても、「専門的・技術的分
野」の要件に合致しなければ在留資格が付与されず、
就労することができません。日商の調査によると、
中小企業が求める外国人材は「一定の技術を有した
専門職層」 や「即戦力となるようなミドル人材」が
多く、また、人手不足に苦慮する各業界・企業から、
一定の専門性・技能を有する外国人材の受け入れを
求める「生の声」が数多く聞かれることがわかりま
した。

◆日商の提言

そこで日商は、現行の出入国管理制度では認めら
れていない、一定の専門性・技能を有する外国人材
を「中間技能人材（仮称）」と定義し、新たな在留
資格を創設したうえで、積極的に受け入れていくこ
とを要望する意見書を取りまとめました。以下、簡
単にまとめます。

○「中間技能人材」の創設にあたっては、原則、人
手不足の業種・分野であることを受け入れの基本的
な条件とし、期間は他の在留資格と同様に５年を上
限に更新可とすべき

（37.3％）、賃金不払残業があったものが536事業場
（7.0%）、過重労働による健康障害防止措置が未実施
のものが778（10.2%）となっています。

◆製造業、商業、建設業、小規模事業場で多く実施

重点監督実施事業場を業種別でみると、多い業種か
ら製造業（26.4%）、商業（15.1%）、建設業（12.6%）
と続いています。また、事業場規模別にみると、多い
順に、10~29人規模で34.0%、１～９人規模で21.2%、30

～49人規模で16.3%と小規模事業場に集中していること
がわかります。

◆監督指導の実施事業場数は増えている

前年の同期に比べると、監督実施事業場は7,014（平
成28年11月）から7,635（平成29年11月）と１割近く増
えており、厚生労働省も長時間労働の是正に向けた取
組みを積極的に行っていることがわかります。

企業としても、長時間労働の是正や適切な労働時間管
理については積極的に取り組んでいきたいところです。

【厚生労働省～平成29 年度「過重労働解消キャンペー
ン」の重点監督の実施結果】

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000204309.html

６月の税務と労務の手続［提出先・納付先］

１日
○労働保険の年度更新手続の開始＜7月10日まで＞
［労働基準監督署］

１０日
○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
［郵便局または銀行］
○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採
用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

○労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一
括有期事業を開始している場合＞[労働基準監督署]

○特例による住民税特別徴収税額の納付［郵便局また
は銀行］
７月１日
○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］
○健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］
○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書
の提出［公共職業安定所］

○外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない
場合)<雇入れ・離職の翌月末日>［公共職業安定所］

雇入時及び毎年一回
○健康診断個人票［事業場］

○「中間技能人材」の受け入れ業種・分野を判断する
際には、①業種・分野ごとの人手不足の状況に基づき、
受け入れの可否および総量を検討する、②業種・分野
ごとの人手不足を測る指標には有効求人倍率や失業率
等を用いる、③有効求人倍率が１倍を超える期間が続
いているなど、人手不足が一過性ではなく一定期間続
いており、かつ、将来的に改善する見込みが希薄であ
ること、の３点を基本的な考え方とすべき

○「中間技能人材」は、政府が設定した業種・分野ご
とに求められる専門性・技能を有し、かつ専門性・技
能を裏付ける要件として、(1)母国における５年程度
の実務経験および高卒以上の学歴を有している者、
(2)技能実習修了者、(3)わが国の国家資格等取得者の
いずれかに該当する者とすべき

その他、在留管理の在り方、外国人材および企業に
対する支援体制、「中間技能人材」以外の外国人材の
受け入れ等についても提言をまとめています。

【日本商工会議所～「専門的・技術的分野の外国人材
受け入れに関する意見」について】

https://www.jcci.or.jp/recommend/2018/04261
10527.html

平成29年度「過重労働解消キャンペーン」
の重点監督の実施結果より

◆重点監督で全体の65.9%が労働基準関係法令違反

厚生労働省が公表した昨年11月に実施した「過重労
働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果に
よると、実施した7,635事業場のうち5,029事業場（全
体の65.9％）で労働基準関係法令違反が確認されたそ
うです。

今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死
等に関する労災請求のあった事業場や若者の「使い捨
て」が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令
の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施された
ものです。

◆36.3%で違法な時間外労働

労働基準関係法令違反が確認された事業場のうち、

違法な時間外労働があったものが2,848事業場


